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●中小企業（ＳＭＥｓ）に対する投資奨励政策の改定増補についての投資奨励委員会布告

第２／２５５４号 

 

 バーツ高の影響軽減策に基づく中小企業（ＳＭＥｓ）に対する投資奨励政策に従い投資

奨励策の改定増補が相当との判断により、 

 仏暦二五二〇年投資奨励法令の第一六条及び第一八条の内容に基づく権限により、投資

奨励委員会は中小企業（ＳＭＥｓ）に対する投資奨励の原則を改定し、仏暦二五五三年一

月五日付けの投資奨励委員会布告第１／２５５３号の第２・５項の内容を廃止、以下の内

容に代える。 

 「奨励を受ける各プロジェクトは土地代と回転資金を含まない投資規模が８０００万バ

ーツ以下でなければならず、全事業合計でネット恒久資産または土地代と回転資金を含ま

ない投資規模が２億バーツ以下でなければならない。」 

 ここに仏暦二五五三年一一月二四日から。 

 

（以上） 


